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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 第２回 高 千 穂 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第２日） 

                             令和元年６月13日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                          令和元年６月13日 午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第36号 高千穂町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第２ 報告第４号 平成３０年度高千穂町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第３ 承認第１号 高千穂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めるこ

とについて 

 日程第４ 承認第２号 高千穂町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め

ることについて 

 日程第５ 承認第３号 平成３０年度高千穂町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認

を求めることについて 

 日程第６ 承認第４号 平成３０年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の専

決処分の承認を求めることについて 

 日程第７ 承認第５号 平成３０年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）の専

決処分の承認を求めることについて 

 日程第８ 承認第６号 平成３０年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第５号）の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第９ 承認第７号 平成３０年度高千穂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の

専決処分の承認を求めることについて 

 日程第10 議案第37号 令和元年度高千穂町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第38号 令和元年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議案第39号 令和元年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第13 議案第40号 令和元年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第14 議案第41号 令和元年度高千穂町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第15 議案第42号 財産の取得について 

 日程第16 議案第43号 財産の取得について 

 日程第17 議案第33号 高千穂町森林環境譲与税基金条例の制定について 

 日程第18 議案第34号 高千穂町企業立地雇用促進条例の一部改正について 

 日程第19 議案第35号 高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ
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いて 

 日程第20 議案第44号 姉妹都市盟約締結について 

 日程第21 議案第45号 財産の無償譲渡について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第36号 高千穂町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第２ 報告第４号 平成３０年度高千穂町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第３ 承認第１号 高千穂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めるこ

とについて 

 日程第４ 承認第２号 高千穂町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め

ることについて 

 日程第５ 承認第３号 平成３０年度高千穂町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認

を求めることについて 

 日程第６ 承認第４号 平成３０年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の専

決処分の承認を求めることについて 

 日程第７ 承認第５号 平成３０年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）の専

決処分の承認を求めることについて 

 日程第８ 承認第６号 平成３０年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第５号）の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第９ 承認第７号 平成３０年度高千穂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の

専決処分の承認を求めることについて 
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 日程第15 議案第42号 財産の取得について 

 日程第16 議案第43号 財産の取得について 

 日程第17 議案第33号 高千穂町森林環境譲与税基金条例の制定について 

 日程第18 議案第34号 高千穂町企業立地雇用促進条例の一部改正について 
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 日程第20 議案第44号 姉妹都市盟約締結について 

 日程第21 議案第45号 財産の無償譲渡について 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 佐藤さつき議員        ２番 板倉 哲男議員 

３番 磯貝 助夫議員        ５番 安在 昭則議員 

６番 本願 和茂議員        ７番 中島 早苗議員 

８番 馬原 英治議員        ９番 佐藤 久生議員 

10番 坂本 弘明議員        11番 工藤 博志議員 

12番 富髙健一郎議員        13番 富髙 友子議員 

14番 佐藤 定信議員                   

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 甲斐 順生         書記 佐藤健次郎 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 甲斐 宗之    副町長 ………………… 藤本 昭人 

教育長 ………………… 濵田 琢一    総務課長 ……………… 石渕 敦司 

財政課長 ……………… 佐藤 英次    税務課長 ……………… 須藤 浩文 

町民生活課長 ………… 興梠 晶彦    企画観光課長 ………… 山下 正弘 

福祉保険課長 ………… 有藤 寿満                      

農林振興課長兼農業委員会事務局長 ……………………………………… 甲斐  徹 

農地整備課長 ………… 佐藤 峰史    建設課長 ……………… 佐藤 雄二 

会計管理者 …………… 興梠 貴俊    病院事務長 …………… 戸髙 雄司 

保健福祉総合センター事務長 ……………………………………………… 林  謙一 

上下水道課長 ………… 江藤 良一                      

教育委員会次長兼教育総務課長 …………………………………………… 河内 晴彦 

監査委員 ……………… 中尾 清美                      

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 
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○事務局長（甲斐 順生事務局長）  皆様、おはようございます。御起立をお願いします。 

 一同、礼。 

〔起立・礼〕 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御着席ください。 

 議長の許可を得ていますので、暑い方は上着をおとりください。 

○議長（工藤 博志議員）  これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３６号 

○議長（工藤 博志議員）  日程第１、議案第３６号高千穂町国民健康保険税条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

 本案について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。委員長、馬原英治議員、登壇願います。 

○文教厚生常任委員長（馬原 英治議員）  それでは報告いたします。 

 高千穂町議会会議規則第４１条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 第２回高千穂町議会定例会において、６月１０日に文教厚生常任委員会に付託されました議案

第３６号を、同日午後に委員会全員出席により、福祉保険課の出席を求め審査を行いましたので、

その経過と結果を報告いたします。 

 議案第３６号高千穂町国民健康保険税条例の一部改正については、概要説明と質疑内容につい

ては、皆様に配付してありますので、資料を参考にしてください。 

 現在の基金残高が１億５,２２８万４,９８４円であり、１０年前より３億円の減少であります。

被保険者数が３，５５３人で、町人口の約３０％であります。県内２６市町村の保険税算定では、

最高は国富町の１３万１,４３５円で、高千穂町の１人当たりの保険税必要額は９万９,８７９円

で、県内でも下から３番目に低い金額であります。 

 今後は、少子高齢化や医療費増大、特に薬剤の高騰が予測される中、団塊世代が７０代になる

など、国保財政も厳しい運営がなされることが予測されます。今後の保険税増額には、町民の健

診率の向上や国保業務への理解を得る必要性があります。質疑を終了し、討論なく採決の結果、

全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 以上、文教厚生常任委員会に付託されました議案第３６号の審査報告とします。文教厚生常任

委員会委員長、馬原英治。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  以上で、文教厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これからただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  質疑なしと認めます。 

 これから議案第３６号高千穂町国民健康保険税条例の一部改正についての討論、採決を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第３６号に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきも

のと決した旨の報告でありました。 

 よって、議案第３６号について、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第３６号高千穂町国民健康保

険税条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．報告第４号 

日程第３．承認第１号 

日程第４．承認第２号 

日程第５．承認第３号 

日程第６．承認第４号 

日程第７．承認第５号 

日程第８．承認第６号 

日程第９．報告第７号 

日程第１０．議案第３７号 

日程第１１．議案第３８号 

日程第１２．議案第３９号 

日程第１３．議案第４０号 

日程第１４．議案第４１号 

日程第１５．議案第４２号 

日程第１６．議案第４３号 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第２、報告第４号から日程第１６、議案第４３号までの報

告１件、専決処分承認７件、補正予算議案５件、その他の議案２件、合計１５件を一括議題とし

て質疑を行います。 
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 質疑をされる方は、議会申し合わせ事項を遵守していただき、さらに議案番号並びに答弁者を

指名して質疑願います。質疑ありませんか。富髙友子議員。 

○議員（１３番 富髙 友子議員）  １３番、富髙友子です。議案３７号、補正予算について町長

にお尋ねをいたします。 

 今回、１６０ページになりますが、１６番の寄附金であまてらすより寄附金３００万円をいた

だいておるということをしておりますが、あまてらす鉄道に頑張っていただいているところでご

ざいますが、土地と敷地は町の財産だと認識しております。今までに収入として上がってきた私

は覚えがないんですが、何かあるのか、今のあまてらす鉄道から、お聞きしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  富髙友子議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 あまてらす鉄道につきましては、民間の会社ではありますけれども、高千穂町といたしまして

は、これまで月１万円の使用料ということで貸し付けをしてきたところであります。 

 これまでも、実際に観光客を相手に、たくさんの集客ができているということで、実績も上が

ってきているというところで、その実績に応じたといいますか、収益に応じた形で町にお金をい

ただけないかというようなことを、交渉をしようとしているところではありますけれども、高千

穂町といたしまして、まだ正式にあそこを観光資源として全線活用するということを、まだ表明

し切れていない状況であります。 

 そういった中、あまてらす鉄道さんからは、町有地であるということでありまして、いろいろ

と町で整備をすべきじゃないかというふうなお話をいただいてきましたけれども、なかなかまだ

全線町として、観光資源として利活用するということを表明をしていない状態で、あまてらす鉄

道さんのためだけに支出をすることは、なかなか難しいですと、応分の負担をいただけなければ、

それも難しいということを今までお話をしてまいりました。 

 そういった中において、あまてらす鉄道さんのほうから歳出にも上げてありますけれども、枕

木交換等の要望等も出てきたところであります。そういった中におきまして、やはり応分の負担

をいただくような形をとらないと、これから先もなかなか難しいということを申し上げてきたと

ころであります。 

 そういった中において、今回収益も大分上ってきたということで、寄附をしたいという申し出

がありました。そういうことであるならば、あまてらす鉄道さんの町が責任を持って整備をすべ

きじゃないか、維持をしていくべきじゃないかということに応えるために、その応分の負担があ

った分については、町が実施主体となりまして枕木の交換もやりましょうかというような、そう

いった今後も応分の負担があり、そして町はそういった財源の中から整備をするというような、

今後につながる流れの中で寄附金をいただき、その財源の中で枕木を交換すると、そういった形
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を今回とらせてもらったところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  富髙友子議員。 

○議員（１３番 富髙 友子議員）  ３００万円ほどの寄附を、大変なことだと思うんですが、町

にとってもありがたいことでありますし、利用者にとっても喜ばしいことだと思っております。 

 まずは安全な運転を、安心して皆さんが乗っていただけるその環境づくりもしなくちゃいけな

いとは思いますが、まず働いていただく、こちらが決めることはできませんけれども、要望とし

て働いていてくださる、大事な命を預かって働いていってくださる運転士さんを初め、職員の皆

さん、そういう方たちがやっぱり処遇をよくして、安心して働ける職場づくりも大変大切じゃな

いかと思います。 

 それで、町長は公約にも上げられております高千穂峡に来てくださるお客さんから、環境整備

費としていただくようなことも考えておられますし、今回の鉄橋のことも、皆さんに歩いていた

だけるような鉄橋をつくりたい構想を持っておられます。 

 今後とも大変なお金はかかるのは予想されますので、やはりそういう実現するためには、大き

な予算も立てなくちゃいけないし、修理や改修費も、それぞれ大きな財源が必要となってきます

ので、今後はその観光客もふえ、黒字経営もあまてらすさんにとっては、黒字経営が予想されま

すので、先ほど言われましたように、町長がそういう何もかも整備した上で、黒字経営の部分の

一部を、やはり町にも土地代、リース代として町の収入になるのが、もう望んでいいんじゃない

かなと私も思っておりますので、そういう考えを持って今後あまてらすさんとの交渉にしていた

だけるかどうか、お願いしたいと思います。そのお考えをお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町長。富髙議員のおっしゃるとおりだというふうに思っております。

これから私もいろんなところで、これだけの観光客が来ている高千穂町、宮崎県内でも一番と言

っていいほどの観光地であります。そういった観光客からお金を稼ぐということに対して、今ま

で余り積極的ではなかった部分があります。 

 おっしゃいましたように高千穂峡、あるいはできますならば天安河原とか、ああいった観光客

がとてもたくさん来ている方々から、今後の観光地を整備するための財源として、少額でも取っ

ていくということを早急にやっていきたいと思っております。 

 今さまざまどういった形が適切なのかというところにつきましては、担当課と協議をしている

ところであります。 

 あまてらす鉄道につきましては、安全にということ、そして雇用を守るということをおっしゃ

いましたけれども、グランド・スーパーカートが走っている以外に、もともと走っておりました
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車両の運転体験ということもやっております。 

 そういった中で、高千穂町有地を活用してやっている、線路につきましても、高千穂町の財産

の中でやっている。そこでもしも何か事故が起きましたら、大変なことになるということですね。 

 責任について、やはり何かあったときには、高千穂町の責任ということが言われることも予想

されますので、枕木について脱線等が発生して、もしも何かあったときはいけないということも

ありまして、お金を今の時点でそれだけ、そんなにかけたくないという思いと、何かあったとき

に町が責任を持たなければならないという、そういった中で今回は最低限度ではあるかなと思い

ますけれども、まずは少しだけ枕木の交換をさせていただいたところであります。 

 今後ともあまてらす鉄道さん、高千穂鉄道跡地を利活用したあの観光資源は、ものすごく魅力

的な観光資源であることは間違いないと思います。 

 そこで、さらに車両をふやすということも、あまてらす鉄道さんも検討されているようであり

ますので、それに対してものすごく一気にお金を取るということは、難しいのかなと思うんです

けれども、月極め、あるいは収益に応じた形で今後は利用、町有地の利用料という形でお金を取

らせていただくということについて、交渉してまいりたいと思います。 

 また、ほかの観光地でも駐車場を含めですけれども、観光客からお金を稼ぎ、それを新たな観

光振興に役立てるためのお金に回していくということで、積極的に取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  富髙友子議員。 

○議員（１３番 富髙 友子議員）  枕木をしていただくことは大事なことかと思っております。

今後とも働いている皆さんが納得して働ける、楽しく働けるような職場づくりと、先ほども言わ

れました車を、やっぱり人がもっと多く乗れるような車体にもしていただきたいなと思っており

ます。 

 そういうことで、安心・安全なあまてらす鉄道が続くことを願って、質問にかえたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○議長（工藤 博志議員）  ほかにありませんか。板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  ２番、板倉です。先ほどの関連の質問で町長にお尋ねしたいと

思います。 

 当然、乗り物のアトラクションですので、その安全性というのが非常に問われるわけですけれ

ども、そのあまてらす鉄道としての安全点検等はされていると思うんですが、町の財産というこ

とですので、町としてもやらないといけないとは思うんですが、現時点で例えば半年に１回とか、

そういった定期的な安全点検等をされているのかどうか、お尋ねしたいと思います。 
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○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町長。板倉議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 町といたしましては、直接的に安全点検というのは行っていない状況でありまして、グラン

ド・スーパーカートの運行に際しましては、あまてらす鉄道さんのほうで今は点検を行っていた

だいているというところであります。 

 やっぱり鉄道敷につきましては、専門的な知識といいますか、どの程度まで許容範囲なのかと

いうところを、私たちも専門性を持っておりませんので、線路の管理につきましては、あまてら

す鉄道さんのほうで責任を持ってやっていく。 そして、例えば少しここについては異状があり

そうだということにつきましては、これまでも震災の後とか、熊本地震の後とか、そういったと

きには特に異状の可能性があるというときには、あまてらす鉄道さんのほうと相談をいたしまし

て、そういう部分については町が点検をしたりと、そして、鉄道敷の周辺に壊れたところがある

とか、穴があいているとか、そういったとこについては、そのあまてらす鉄道さんからの申告を

もとに、町が対応してきたと、そういった状況であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  現時点では、あまてらす鉄道さんが主体で安全点検をされてい

るということだったんですが、ただ私も乗ったことがあるので、唯一心配なのが、現在のカート

非常に開放的で、ある意味ではいいカートなんですけれども、その安全性という点でちょっと疑

問に思う点も正直あります。ですので、強制力がないにしても、行政としてより安全な運行を求

めるような行政指導も必要になるのかなと思うんですが、現時点でそういった今以上の安全を求

めるような指導をされているのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町長。そうですね、安全性に関する部分につきましては、あまてらす

鉄道さんのほうが責任持って管理するということで今なっております。 

 ただ、今後高千穂町といたしましては、全線を高千穂町として鉄道公園化といいますか、そう

いった形で管理をしていく。そして、あまてらす鉄道さんから応分の使用料をいただくというよ

うな、ちゃんとした決め事をやって、高千穂町が責任を持って管理するといいますか、この部分

については高千穂町が管理する。 

そして、線路敷については、どうしてもあまてらす鉄道さんに今もともと鉄道に詳しい職員さ

んがいらっしゃいますので、そちらにお願いする部分が多々あると思いますけれども、ちゃんと

した決め事をやっていくということを、その費用負担と、それと安全管理の部分の責任分担です

ね、そのあたりをまずは高千穂町がしっかりと観光資源として利活用するんだということを、外
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向けにもちゃんと発信をした上で、決め事を策定していきたいというふうに思っております。現

時点では、そのような状況の中で運用しているというところであります。 

 また、安全性ということで、やっぱり線路が一番気になるわけで、そこの安全性を担保すると

いう中において、不安がありますということは、あまてらす鉄道さんのほうから申し出があった

中で、今回じゃあどうしても枕木のとこだけ３００万円という寄附金をいただいた中で、対応し

ていこうと。 

 今までもあまてらす鉄道さんが自前といいますか、で１,０００万円強のお金をかけまして、

不安な部分の枕木については自分で交換をされているところであります。 

 そこで、町がやってくれという中で、今後ちゃんとした決め事を今年度じゅうぐらいにちゃん

と定めましょうというような流れできているというのが実情であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  あまてらす鉄道さんから、今回線路をレールだったり、枕木に

ついてのその安全性が不安だという話があったということだと思うんですが、もう少し具体的に

私が聞きたかったことをお伺いしようと思うんですが、あのカートをせめてシートベルトといい

ますか、そうした体を固定するようなベルトがあったほうが、より安全に楽しめるんじゃないか

なと思うんですが、そのあたり多分あまてらす鉄道さんは、そこまで考えが至っていないのかな

と思うんですが、ただ安全性の確保という点で、町として行政指導等なりしたほうがいいのでは

ないかという、私の個人的な考えなんですが、その点の町長のお考えがあれば、お聞かせくださ

い。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町長。ただいまの御質問にお答えします。 

 私どもなかなかグランド・スーパーカートの製作から、また走らせるということについては、

直接的に計画に携わっていない部分もありまして、なかなかそこの部分に行政として安全性とい

うことを考慮すれば、そういったことも必要なのかなと思いますけれども、現時点ではあまてら

す鉄道さんの判断に委ねているというところであります。 

 速度につきましては、抑えるということで運営をされておりますので、現時点ではあの状態で

も問題はないのかなと思いますけれども、またあまてらす鉄道さんのほうと、そういった意見も

ありますということについてはお伝えしながら、協議をしていきたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  やっぱり安全性が一番大切だと思います。ぜひそのあまてらす



- 11 - 

鉄道さんと、より安全に楽しめるようなものを考えていっていただければというふうに思います。 

 続いて、議案集の同じページのふるさと納税業務委託料１７４万について、財政課長にお尋ね

したいと思います。 

 そのふるさと納税の業務委託となっているんですが、もう少し具体的にどういった業務を委託

するのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  板倉議員の御質問にお答えいたします。 

 当初、ふるさと納税の業務につきまして、２人分の賃金を計上しておりました。その分の１人

分を委託料に計上したものでございます。 

 繁忙期に個人の方に来ていただきまして、適時ホームページの更新や新たな返戻品の開拓、情

報収集等を考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  そのふるさと納税が、毎年のように制度がころころ変わってい

まして、より厳しいルールにどんどん変わっていっているわけなんですけれども、今回新たな

ルールが加わったということを私も知りまして、今まではその返戻品が３割以内ということだっ

たんですが、今回から返戻品だけではなくて、諸経費を含めて５割以内というルールも加わった

というふうに聞いております。 

 そこでお尋ねしたいのが、前年度においてどの程度ふるさと納税の諸経費がかかったのか、も

しわかればお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  昨年度の諸経費の金額については、ちょっと今手元に数字を持っ

ておりませんが、一応国の指導におきましては、返戻品が特産品に限ることや、経費が寄附額の

５０％を超えてはならないということになっております。 

 現在、返戻品につきましては、１０業者の６５種類、そしてサイトの手数料、今４つの業者の

サイトを利用しておりますが、それぞれ返戻品のかかるパーセントが決まっておりまして、それ

とか臨時職員の賃金、パンフレットの印刷費、ほぼぎりぎり５０％ぐらいで推移しております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  現状でおおよそ５０％ぐらいの経費がかかっているだろうとい

うお話だったんですけども、ふるさと納税については、町長も非常に財源確保という点で、今後

どんどんふるさと納税の寄附額をふやしていきたいという思いもあったと思うんですが、そのふ
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るさと納税を獲得するための経費が、なかなか思うようにかけれないというのが実情かなという

ふうに思います。 

 ただ、考え方によってはお金はかけれないけれども、これからの時代いかに知恵を使って、ふ

るさと納税を集めていくかということが問われる時代になったのかなと思うんですけれども、町

長にお尋ねしたいと思いますが、もし現時点でふるさと納税を今後どのようにふやしていこうと

いうお考えがあるのか。もしあれば、お聞かせください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町長。板倉議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ふるさと納税につきましては、先ほど話のあったとおり、返戻品等につきまして、また経費に

つきまして制約といいますか、国が基準を示したところでありますけれども、泉佐野市を初め、

全国４自治体がふるさと納税の対象にしないと、寄附金控除の対象になることをしないというこ

とでありましたので、考え方でありますけれども、そういったところに大きく寄附をされていた

方が、今からほかの自治体へと流れてくるということもあるのではないかなと思います。 

 そこをどう高千穂町に引っ張ってくるかというところが大事だと思っておりますけれども、今

までサイトにアップしております写真とか、あるいは紹介につきましては、正直私が最初にふる

さと納税のシステムを、高千穂町版は構築させていただきまして、いろいろと写真等も撮りまし

てアップしましたけれども、やはり見せ方をちょっと工夫が必要なんじゃないかと思いますので、

写真の撮り方等につきまして、またＰＲの仕方等につきまして、一部これから専門の業者にも委

託を考えていきながら、より魅力ある商品に、──商品といいますか、返戻品ですけれども、見

えるような見せ方の工夫について力を入れていきたいというふうに思っております。 

 簡単ですが、以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  今まではルールも結構強制力がなかったルールだったのが、今

回から強制力を持つものになったということで、本当に同じ土俵で各自治体がふるさと納税の獲

得に向けて動くと思うので、そこで何かいい知恵といいますか、アイディアがあれば、本当に今

まで以上に集めることもできるのかなと思いますので、ぜひ新しい取り組み等も含めて検討をお

願いしたいと思います。 

 続いて、同じ１６９ページなんですけれども、同じく財政課長にお尋ねしたいと思います。 

 旧法務総合庁舎改修工事８９４万９,０００円ですけれども、全員協議会等でも簡単には聞い

たところではあるんですけれども、もう一度その改修工事の詳細についてお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。昨年の６号補正で水道の直結工事及び２階のコンセン
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ト部分の埋設工事の４００万円を減額しておりますが、今回そのような工事も盛り込みまして、

カウンターの設置や間仕切り、そして表の看板表示等なんですが、そこを工事する予定でありま

す。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  ちょうど１年前の議会で、法務局の耐震調査の予算として

１,１００万の予算がついたことがありました。そのときの説明として、建物の構造を触る場合、

新たな耐震調査が必要だという説明だったと記憶しています。 

 今回の改修では、そういった耐震調査、耐震にかかわる構造は触らない内容の改修工事という

ことなのか、財政課長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。当初の設計委託につきまして、耐震化が必要と出た場

合には、耐震化の工事の設計委託料も含めて計上しておったわけですが、今回耐震化が必要ない

ということで、その分は専決で落としております。 

 事務室の改造については、耐震化は必要ないということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  財政課長もまたかわられたということで、以前の情報を知って

いるかどうかまでわからないんですが、もし知っていればお教えいただきたいのが、去年耐震調

査の予算がついていた。当時から商工会が移転するという話はありまして、そのときもある程度

商工会が入ったときは、こういう内容で改修工事をするという案はあったのかなと思います。 

 その案で、その耐震調査の１,１００万が必要ということで、予算がついて議会としても承認

したという流れなんですが、その改修工事の内容が、その１年前の時点と今回とでまた変わった

ということでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。私もその前の調査のことについては、詳細については

まだ把握しておりませんが、単なる１階部分を事務室として使えるように改修する工事というこ

とで、とかトイレか何かの工事ということで、設計書のほうは一応目を通しておりますが、その

比較について明確なことは、ちょっと詳細についてはわからないのが実情であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  では、また別の質問なんですけれども、今回の予算とは直接関
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係ないかもしれないんですが、改修工事は確認の質問で、改修工事は１階のみでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。１階部分のみでございます。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  ということは、現時点といいますか、今回予算がついたら１階

部分を改修して、２階部分はもう既に終わっていると思うんですが、３階部分の活用が今後どう

いう予定なのか、もし決まっていることがあればお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。３階部分につきましては、まだ工事とか具体的な使い

道は聞いておりませんけれども、一応商工会のほうも一部分はちょっと使わせていただくことも

あるかもしれないということは聞いております。 

 そして、また３階は個室に区切られておりまして、オフィスとして余り大規模な人数は無理か

と思いますけれども、ほかの団体に民間企業等に貸しだすことも一部考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  今の質問の確認になるんですが、３階部分の一部を商工会が使

って、また貸し事務所みたいにするということなんですが、今の構造のままの利用を考えている

ということでいいでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  当然、実際に使うとなると不都合な部分も出てくるかと思います

ので、若干の改修等はこの後必要かなとは思っておりますが、今のところまだ具体的に借りたい

とかいう申し込みを、こちらで直接受けているわけではありませんので、今後検討してまいりた

いと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  今回の改修についての質問に戻りますが、その改修工事のスケ

ジュールですね、いつぐらいに改修工事が終わって、実際に商工会が移って、またその２階部分

も既に完了していると思うんですが、２階部分のギャラリーがいつオープンするのかという、ス

ケジュールがもしある程度でも決まっていれば、お教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。きょう補正予算として上げておりますので、議決して

いただけましたら、速やかに工事のほうに取りかかって、商工会としても秋ぐらいには移りたい

という希望を持っていらっしゃるようですので、具体的にはっきりした月とか日にちとかは申し
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上げられませんけれども、９月ぐらいがめどかなというふうにこちらとしては考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  法務局の件は、本当にかなり長い時間がかかってしまった事案

ですので、この場所といいますか、スケジュールどおり進めればというふうに思います。 

 すいません。また別の質問をさせていただきたいと思います。議案集の１７５ページの橋梁有

害物質塗装膜調査委託料６１０万について、建設課長にお尋ねします。この調査委託料の詳細に

ついてお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  建設課長。 

○建設課長（佐藤 雄二課長）  建設課長。ただいま質問にありました橋梁有害物質の塗膜調査な

んですけれども、ここでいう有害物質とは、ポリ塩化ビフェニルといいまして、通称ＰＣＢと呼

ばれているんですけども、これは日本で昭和２９年から生産、使用を始めたものでありまして、

通常変圧器とかコンデンサーとかいった電気機器の絶縁用として使われておりましたけれども、

昭和４０年代から塗料、いろんなペンキ等の塗料のほうに用いられるようになりまして、日本で

使われたのが昭和４１年から４７年の間につくられた塗料の中に、含有しているということであ

ります。 

 昭和４７年度に国のほうからも人体に害があるということで、生産中止、使用中止の指導があ

りまして、昭和４１年から４９年度までにかけて架設された橋梁に使用されている可能性がある

ということで、国の厚労省のほうからそういった含有している橋梁があるかどうかについての調

査の通達が来まして、それに基づいて今回調査をするということで、委託料を計上させてもらっ

ています。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  国から通達があったということなんですけれども、財源内訳を

見ましたら、全て一般財源になっているわけなんですが、国から来たということで、国からのそ

の財政支援といいますか、そういったものがあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  建設課長。 

○建設課長（佐藤 雄二課長）  建設課長。これについては、もう国からの補助、県の補助等はご

ざいません。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  国からの補助がないということで、結構厳しいなと思うんです

けれども、確認の質問で、町内にある対象となる橋の調査は、今回の補正予算で全て完了すると

いうことでよろしいでしょうか。 
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○議長（工藤 博志議員）  建設課長。 

○建設課長（佐藤 雄二課長）  建設課長。現在、町内の町道に架かっている橋梁が１４７橋あり

まして、そのうちさっき申し上げました昭和４１年から４９年度に架設された分については、

２３橋あります。そのうちの２橋については、もうこれまでに塗装の塗りかえを行っております

ので、まだ塗りかえしていない２１橋についての調査となっております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  そういった対象の２１が、今回の予算で終了するということな

んですけれども、当然有害物質があれば、塗装の塗り直しが必要になるのかなと思います。 

 そして、やはりその最悪の想定といいますか、対象の２１の橋が、全てその塗り直しが必要と

なった場合、また出費といいますか、予算が必要になると思うんですが、最悪のケースでその

２１の橋について塗り直しとなった場合、どれぐらいの予算がかかるのか、もしわかればお教え

ください。 

○議長（工藤 博志議員）  建設課長。 

○建設課長（佐藤 雄二課長）  建設課長。今回調査して、塗りかえが必要であるということにな

れば、これは維持補修工事ということで国庫補助の対象になります。これは、社会資本整備総合

交付金事業ということで、事業にのせられますので、補助事業を使ってできるんですけれども、

橋梁を一概には１橋幾らというのは、言えないところでございますけれども、過去の事例で桁の

塗りかえだけをやった場合には、十七、八メーターの橋梁で１橋７００万ぐらいの事業費がかか

っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  なかなかお金がかかるなというのが正直な感想なんですが、や

はり有害なものということでしたら、必要な出費なのかなと思いますので、計画どおり調査のほ

うを進めていただければというふうに思います。 

 続いて、同じく１７５ページの商工費の中の商工業振興費の中の委託料１０８万について、企

画観光課長にお尋ねしたいと思います。 

 提案理由の説明では、プログラミングの予算ということだったと思うんですが、もう少し詳細

についてお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  企画観光課長。これにつきましては、ＩＴ関連産業を将来的

に誘致したいというふうなことにも絡めまして、そういったことに興味を持っていただくために、
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小学生及び中学生以上にプログラミングの講座を開催をしまして、人材を育てたいということを

予定しております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  なかなかその本町の環境を考えたときに、その大きな工場の誘

致等が難しいわけですので、こうしたプログラミング系の企業だったり、企業家を育てていくと

いうのは、非常に町にとってもいいのかなと思いました。 

 こういった事業もどんどんしていただければと思うんですけれども、今回私が知る限りで、こ

うした予算がついたのは初めてかなと思うんですが、今後例えば来年度からは、例えば当初予算

に入ったりというような、今後も継続していく取り組みなのかどうかについて、企画観光課長に

お尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  企画観光課長。これにつきましては、人材を育てるという意

味では、一度単年度だけではなかなか難しいと思いますので、ことしやってみた状況を見てから

ではありますけれども、今後継続してやっていければというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  もう一点確認の意味で、こうした小学校、中学校向けというこ

となんですが、これは学校とは無関係の事業というか、そういった講座になるんでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  企画観光課長。もちろん、学校のほうとも相談しながらとい

うことにはなりますけれども、この講座自体につきましては、町のほうの主催でやりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  ぜひこうした取り組みを続けてほしいと思います。 

 あとこれに関連して、教育長か教育次長かになると思うんですが、お尋ねしたいと思います。 

 来年度から小学校でもプログラミングの教育というものが必須科目になるというふうに聞いて

おります。学校によっては、そのプログラミングの教育を先行してやっているような学校もある

というふうに聞いているんですけれども、やはりなかなか地方では人材等の問題もあって、進ん

でいないという話も聞いています。 

 現時点のことをお教えいただきたいんですけれども、現時点で現在の高千穂町内の小学校、あ



- 18 - 

るいは中学校で、そのプログラミングを教えることができる人材というのがいるのかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  教育長。 

○教育長（濵田 琢一教育長）  板倉議員の御質問にお答えします。 

 御指摘のとおり、教育課程の学習指導要領の改定に伴いまして、２０２０年から小学校にプロ

グラミング教育が入ります。これは、中学校であればコンピュータ学習で皆さんプログラミング

学習をしたというふうに思っています。 

 円を描いたり、それからグラフをつくったり、それが今度は小学校のほうにいよいよ入ってく

るわけです。学校のほうでは、今文科省が出しております手引きに沿って準備をしております。

各学校では、教員の研修として時間を設定して、学習をしているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  ぜひといいますか、そういった研修をしていただいて、そのプ

ログラミングを教えることができる人材をぜひ育ててほしいと思います。 

 あとそれをするってなったときに、どうしても何もなければできないといいますか、そのパソ

コンであったり、タブレットが当然必要になるんですけれども、現在の小学校、中学校でどの程

度パソコンであったりタブレットが導入されているかについて、お尋ねしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  教育次長。 

○教育委員会次長（河内 晴彦次長）  教育次長。ただいまの板倉議員の質問ですけれども、小学

校、中学校とも大体１クラスに対応できるぐらいの台数を入れております。小学校では５校あり

ますけれども、全体で９９台、これタブレット型のパソコンになります。中学校では、全体で

６９台のタブレットパソコンを導入しております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  今、本当に時代が変わりまして、今の子供は、まず最初にス

マートフォンを触るような時代になりまして、もうパソコンよりもまずスマートフォンを触って

いますので、パソコンよりもタブレットのほうがスムーズに学習ができるのかなというふうに思

います。 

 また、そのプログラミングについても、昔の私のイメージだったら、本当に体験をするような

イメージだったのが、もう今タブレットでプログラミングもできるという時代になっているそう

です。 

 今後、そのタブレットの需要がさらに高まるのかなと思います。話によっては、本当に１人
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１台というような話もあるんですけれども、今後どんどんタブレットであったり、パソコンの数

をどの程度までふやしていくのか、お考えがあればお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  教育長。 

○教育長（濵田 琢一教育長）  教育長。板倉議員の御質問にお答えします。 

 確かに、今各県並びに各市町村は、そのタブレットをどのくらい入れるかということで、計画

的にやっているとこです。一番いいのは、１人１台というのが一番よろしいんでしょうが、現在

目標値を４とか５とか、その辺に持っていって整備しておこうじゃないかという動きで進んでお

りますので、ほかの県、ほかの市町村を見ながら高千穂でも計画的に進めていきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  すいません、最後に確認の質問で、先ほどの答弁では１人１台

は難しいけれども、四、五人に１台ぐらいの整備ということでよろしいでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  教育長。 

○教育長（濵田 琢一教育長）  ただいま４、５言いましたが、４人に１人、５人に１人というこ

とでございます。 

 以上です。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  ほかに質疑ありませんか。本願和茂議員。 

○議員（６番 本願 和茂議員）  議席番号６番、本願、同じく議案３７号令和元年度高千穂町一

般会計補正予算の１６７ページ、歳入の総務費国庫補助金、プレミアム付商品券事業補助金

１,５３６万９,０００円と、歳出の１７１ページ、プレミアム商品券交付金５,７５０万につい

てお尋ねいたします。 

 以前と同様の形のプレミアム商品券になるのかなと思っていますけども、以前発行した際に、

商工会の事務職員の作業の負担がかなりあるということなんですけども、今回もそういった作業

が負担になってくるのか。 

 それと、あと実際に本町で対象となる人の数ですね、制限があったと思うんですけども、それ

らの数字について、総務課長でよろしいんでしょうか、企画観光課長にお尋ねいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  企画観光課長。今回のプレミアム付商品券につきましては、

前回の地方創生にかかわるものとは違いまして、この秋に予定されています消費税率１０％に引

き上げの消費に与える影響を緩和するためのものでありますので、今回は低所得者、子育て世代、
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具体的にいいますと、住民税の非課税者と３歳未満の子育て世帯が対象となります。 

 ですので、そこが１人当たり額面２万５,０００円の商品券を、２万円で買っていただくとい

うような事業になります。これにつきましては、まず引換券というものをお渡ししまして、それ

でその商品券については買う、買わないというのは、そこにお任せをするというような形になり

ますので、今回のものについては、そういった事業になります。今回につきましては、町のほう

で全てやる予定にしております。 

 そして、対象者としまして、今のところ２,３００人ほどを見込んでおります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  本願和茂議員。 

○議員（６番 本願 和茂議員）  町で対応されるということですけれども、臨時の職員など雇用

される予定なんでしょうか。企画観光課長にお尋ねします。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  これにつきましても、議案集でいいますと１６９ページの企

画費の中に含まれておりますけれども、賃金ということで臨時職員を雇って事業を行っていく予

定であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  本願和茂議員。 

○議員（６番 本願 和茂議員）  わかりました。質問ちょっと変わりますけれども、先ほど板倉

議員も質疑しましたけども、今回商工会の移転が決まったということで、今後その商工会の跡地、

そして以前、前町長も言われていましたギャラリー等の構想について、現町長どのように推進さ

れていくのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  本願議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 商工会の跡地につきましては、町の財産でもありますけれども、今神殿地区のまちづくりを進

めている中におきまして、そのまちづくりの検討委員会の町民の皆様も入っていただいた形で、

あそこをどういうふうに活用するのが一番いいのかというのを検討しながら、皆様の御意見もい

ただきながら、その跡地の利活用については考えていきたいと思います。 

 町といたしまして、今あそこをすぐに壊すとかいうことは考えておりませんので、まちづくり

の中で有効に利活用できる一番どう使うのがいいのかというとこを見極めながら、考えていきた

いと思っております。 

 また、ギャラリーにつきましては、前町長の構想でありますけれども、まずはその管理という

のができないといけないわけで、商工会に入っていただく中で管理をしていただくということで、
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商工会につきましては、あそこのギャラリー部分につきまして、普段は絵画を展示するというこ

ともありますけれども、場合によっては会議室として利活用したいというお話をいただいており

ます。 

 移動ができるような形にするということで、その運営につきましては、また商工会のほうと詳

細に詰めていく、あるいはまた、３階部分について一部小規模な事務所を貸し事務所として使う

というところ、そういったところが定まってまいりましたら、そういったところに管理がお願い

できないかとか、あるいは、また別のところが管理ができないかというところを、また検討して

まいりたいと思います。 

 今一番考えておりますのは、商工会さんにそのあたりやっていただけることができればなと思

っておりますけれども、その辺について明確な取り決めができていないというのが実情でありま

す。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  本願和茂議員。 

○議員（６番 本願 和茂議員）  今回、正式に移転も決まったので、高千穂町が発展するように、

いいほうに進めていただきたいと思います。 

 後ほど議案３４号も付託されまして、雇用促進条例の一部改正もありますので、それも含めて

高千穂町の発展につないでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  ここで１１時１０分まで休憩します。 

午前10時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き会議を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  ８番、馬原です。最初に、議案第３７号の補正について質問い

たしますけれども、教育次長にお願いいたします。 

 １７７ページに修繕費ということで、これ田原小のトイレだと思いますけれども、これの説明

をお願いいたします。 

○議長（工藤 博志議員）  教育次長。 

○教育委員会次長（河内 晴彦次長）  馬原議員の御質問にお答えいたします。 

 修繕料で２７万円を計上しておりますけれども、これは田原小学校の給食室のトイレの洋式化

工事であります。以前、保健所からの指摘で、今、和式トイレになっておりますけれども、洋式
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トイレに改修してくださいという指摘がありまして、今回計上をしたところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  トイレ改修にしては、補正の規模が少ないような感じがするん

ですけど、その点はどうですか。 

○議長（工藤 博志議員）  教育次長。 

○教育委員会次長（河内 晴彦次長）  教育次長。トイレは１基だけですので、見積もりをとった

ところ、この金額でできるということなので、この金額を計上したところです。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  それに関連しますけれども、町内の小中学校のトイレですね、

これを見ますと安い金額でできておりますけれども、今、子供さんは、やっぱり和式のトイレで

はできないということで、洋式化がどこでも進んでいるんですけれども、県内でも高千穂町はや

っぱり普及率は最高クラスじゃないかということを認識しておりますけれども、残っている小中

学校で洋式トイレ化されていないのはあるんですか、いくつか。 

○議長（工藤 博志議員）  教育次長。 

○教育委員会次長（河内 晴彦次長）  教育次長。校舎のトイレにつきましては、もう洋式化が進

んでおります。また、一部体育館とか、外にあるトイレにつきましては、和式トイレが少し残っ

ている状況であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  そこで、やっぱり体育館は地域の人も使われますし、お子さん

たちも使われるところで、できれば体育館のほうのトイレもやっぱり修繕費ということで、安い

ことになるんであれば、できればやってほしいんですけど、その点はどうでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  教育次長。 

○教育委員会次長（河内 晴彦次長）  教育次長。予算が伴うところでありますので、また財政課

とも協議して進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  その辺の協議をよろしくお願いいたします。 

 もう一点、農林振興課長にお伺いいたしますけれども、１７３ページに林業土木のほうなんで

すけれども、委託料と工事請負費、合わせて２,０００万円ほど補正がされておりますけれども、

収入のほうを見ると、この事業は８００万円のしかなくて、自主財源１,２００万ということで



- 23 - 

すけども、この法面工事は椿原線だと思うんですけど、この工事のやり方を教えてください。 

○議長（工藤 博志議員）  農林振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  農林振興課長。今回計上しております補正は、林業専用道椿

原線の法面改良に伴うものであります。 

 現場は、上岩戸日向地区でありまして、開設工事をした場所の法面工事となります。現場は高

冷地でもありまして、冬期の霜解けなどで風化の著しい箇所となっております。今回、測量設計

委託料に２００万円、のり面工事に１,８００万円を計上しているところであります。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  その現場に行ってまいりましたけれども、危険な箇所は入り口

から５００メーターぐらいは、七、八カ所あると思うんですけれども、そこを全部この予算でや

られるつもりですか。 

○議長（工藤 博志議員）  農林振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  農林振興課長。場所につきましては、今、馬原議員が言われ

ました場所全部とは、予算のほうは足りないと考えられますので、次年度以降も少しずつ法面改

良をしていきたいと考えております。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  この事業は、４年ぐらい前からやりまして、その中でも林道開

設でただ側溝もなし、法面も芝生みたいなのでやるという事業できておりますけれども、今現在

総延長の何％が大体工事済みでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  農林振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  農林振興課長。現在の進捗ですけれども、全体計画延長は

６,９００メートルありますけれども、今のところ１,１４８メーター、５分の１ちょっとだとい

うことであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  今５分の１のうち、やっぱり３０％ぐらいは法面工事がどうし

ても必要ということで、今から日向の秋元地区の上と黒葛原地区の上を通るわけなんですけれど

も、やっぱりそこは急傾斜地でありますから、これからそういうのり面工事も必要になってくる

んではないかと思うんですけれども、この総工事費に対して私が思っているのは、黒原煤市線に

関しましては、法面事業に対して国庫補助金のほうが来ておりますけれども、これを見ますと、

町の財政負担が余りにも大きいような感じがするんですけど、課長どうでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  農振振興課長。 
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○農林振興課長（甲斐  徹課長）  農振振興課長。従来の開設事業に比べますと、若干補助率が

低いとは感じておりますけれども、今後、法面が一緒に改良していければいいのですけれども、

とにかく延長を延ばすということが優先されてきた事業ですので、法面改良はまた別の事業で補

助をいただきながら、進めていきたいと考えております。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  これが椿原線は、大体２９年度の決算書を見てみますと、設計

委託料が２９年度が６００万円、そして今度が２００万円、そして平成３１年度にこの事業じゃ

ないかと思うんですが、予算書に大体２,０００万ぐらいで２００万の設計委託料が出ておりま

すけど、それも含めて椿原線に入っているんですか、３１年度の予算は。 

○議長（工藤 博志議員）  農振振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  今回補正でする委託料ですけれども、委託料に関しましては、

こののり面工事部分のみということであります。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  これもやっぱりあの地域を見てみますと、杉の植え込みが多く

されていますし、地域住民やその中でも必要不可欠な道路とは思いますけれども、やはり自主財

源がこれだけ多く出費するということになれば、簡単な見積もりでものり面工事が億は超すと思

うんですよね。１億は超すと思います。 

 これ１億円超しても、地域の人の住民の安全を考える面では、そういう安全を考慮しながら、

今後は事業運営と、そしてやっぱりほかの事業で補助率のアップするような事業を県と国と話し

合いながら、そういうことをやっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  農振振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  農振振興課長。馬原議員の御指摘のとおり、法面工事だけで

も多額の事業費が必要かと思われます。今後も有利な補助事業を県、国を始め、関係機関と調整

しながら採択に向けて協議を重ねたいと考えております。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  今度、黒葛原地区のほうから入ると、道路から民家までは直線

距離にして１００メートルになりますんで、その安全面を考慮していただいて、やっていただき

たいと思います。 

 もう一点だけ、同じく振興課長にお伺いしますけれども、１７３ページに下のほうに、同じく

委託料で総合研究森林保育事業で２,０００万円、その上に委託料３６４万円が計上されていま

すけど、この事業説明と、収入で補助金が２,０００万円入っておりますけど、この事業の内容

だけを簡単に説明をお願いいたします。 



- 25 - 

○議長（工藤 博志議員）  農林振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  これは財政課の事業だと考えます。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。馬原議員の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、委託料、町有林保育事業委託料３６４万１,０００円につきましては、４月４日に五ヶ

所で山火事があったんですけれども、そのときに焼けました町有林の被害木の伐採事業費であり

ます。 

 そして、森林総合研究所保育事業委託料２,０００万円につきましては、これは森林整備セン

ターという国の機関でありますが、そこは昔緑資源機構といいましたが、今は森林整備センター

となっていますが、水源涵養保安林の対象に分収造林をその国の機関は行っております。 

 そこにおきましては、土地の所有者と造林者、そして整備センターが三者契約を結ぶわけなん

ですけれども、この場合、土地の所有者と造林者は高千穂町でありますので、二者契約というこ

とになりますが、そこと分収林契約を行いまして、本年度３カ所について事業をすると。 

 あくまで施業のほうについては、造林者が行い、その費用を水源涵養保安林ということで、国

が全額出すということになっておりまして、歳入と歳出が同じ２,０００万ということになって

おります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  この事業は保育事業ということで、木の間伐とかそういうこと

でしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  財政課長。今回３カ所の施業場所があるわけなんですけれども、

作業道の新設が１本、そして既設の作業道の補修、そして切り捨て間伐が１カ所というふうにな

っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  馬原英治議員。 

○議員（８番 馬原 英治議員）  この事業も森林組合のほうに委託されるんじゃないかと思うん

ですけれども、高千穂町の財産でもありますし、そこ辺のとこをよろしくお願いいたします。 

 それと、作業道を掘るに関しては、やっぱり後の災害の危険がありますし、上岩戸の奥のほう

を見てみましたら、業者が搬出のために作業道を掘っておりますけれども、延長が２キロぐらい

になっておりますけれども、その中で１０カ所以上壊れております。やっぱりそこ辺のとこを注

意されて、高千穂の山を守っていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  ほかに質疑ありませんか。中島早苗議員。 

○議員（７番 中島 早苗議員）  ７番、中島早苗です。保健センターの事務長にお聞きします。 

 議案３７号、ページ１７３ページの衛生費で、成人風疹抗体検査委託料というのがあるんです

けれども、対象者はどういった対象者の方かということと、周知はどのようにされるおつもりか

ということをお聞かせください。 

○議長（工藤 博志議員）  保健センター事務長。 

○保健福祉総合センター事務長（林  謙一事務長）  保健センター事務長。中島議員の御質問に

お答えいたします。 

 風疹の追加的対策事業として実施をするものになりますけれども、近年海外で感染をして帰国

後、発症をするケースが多く見られるようになりましたので、緊急風疹抗体対策事業として追加

されましたので、それに基づき実施をするものでございます。 

 内容につきましては、風疹の抗体検査、予防接種に係るものになりますが、対象者につきまし

ては、今年度４１歳以上になられた方から、今年度５７歳となられる方までを対象として、３年

間で実施をするということになりますが、今年度１年目は４７歳になられる方までを対象に、抗

体検査と抗体のない方につきましては、予防接種を実施するものになります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  中島早苗議員。 

○議員（７番 中島 早苗議員）  本当に風疹とか過去のこととか思っていたんですけれども、本

当に今テレビ等でも話題になっていますので、しっかり周知していただいて、しっかり受けてい

ただくようにお願いしたいと思います。 

 もう一点なんですけど、プレミアム商品券のことについてお聞きしたいと思います。企画観光

課長、よろしくお願いします。 

 さっき本願議員が質問していたんですけど、その部分のお答えで、非課税の方たちと、子育て

の方の３歳未満の子育ての方が対象になるというお話でしたけれども、非課税の方たちというの

は、なかなか余裕というか、そういう方たちってなかなか生活が大変という部分で、商品券を買

うというところまでいかないんじゃないかなってちょっと思ったものです。 

 その分で、もしこれがプレミアム商品券の財源というか、お金が余った場合というのは、どう

いうふうに対処されるのか、お話しください。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  それにつきましては、私たちも以前福祉のほうでやりました

給付金に、趣旨としては同じようなものでありますので、これが商品券になったということで、
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そこあたりのところは心配をしているところであります。 

 具体的には、その非課税の皆様には、まず申請書というのをお送りして、買う意思のある方に

は申請をしていただいて、それから引換券をお送りするということになりますので、実際にはそ

この世帯にお任せというふうなことにはなるんですけれども、予算がという部分がありましたけ

れども、これにつきましては、もう必要経費、かかった分だけは国のほうからの補助があります

けれども、かかった分の補助でありますので、余るということはないということになります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  中島早苗議員。 

○議員（７番 中島 早苗議員）  ありがとうございます。しっかり周知していただいて、本当に

これがお得なんだということを周知していただいて、子育て世代の方たちには、ぜひしっかりと

どうですかみたいな形で周知していただくといいかなと思います。わかりました。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  ほかに質疑ありませんか。富髙健一郎議員。 

○議員（１２番 富髙健一郎議員）  ちょっと出ないようでありますので、１件だけ質問させてい

ただきたいと思います。 

 専決処分の補正予算の第７号ですか、と思いますが、この中で財産貸付収入、４３ページであ

りますが、トンネル貸付収入、これが１０万円の減というふうになっておりますが、この件につ

きまして説明をお願いしたいと思います。財政課長ですか。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  これにつきましては、トンネル貸付収入ということで、トン

ネルの貸し付けの収入でありますけれども、これは５年ごとに固定資産税の評価をもとに見直し

をしておりまして、それのために平成３０年度の４月１日時点での契約で、今まで６０万円だっ

たものが、５０万円ということで１０万減額されておりますので、その分をこの時点での補正と

いうことになりましたけれども、１０万円減額をさせていただいているものです。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  富髙健一郎議員。 

○議員（１２番 富髙健一郎議員）  ５年ごとの契約ですかね、５年前と５年後、どう違うわけな

んですかね。１０万円違うということ。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  今申しましたように、固定資産の評価額というものが下がっ

たということになるかと思います。 

 以上です。 
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○議長（工藤 博志議員）  富髙健一郎議員。 

○議員（１２番 富髙健一郎議員）  たしか３月の予算のときも、こんなこれも話があったのかな

と思いますが、このままいけば要するに無償貸し付けというぐらいまでになるわけですか。５年

ごとに契約をどんどんしていきながら、減額していけばです。ずっと今まで６０万であったわけ

ですけれども、今回一気に５０万となったわけですけれども、この辺の考えどう考えているのか、

説明をお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  現在の契約としましては、そういった評価額に基づかなけれ

ば仕方ないのかなというふうには考えておりますけれども、５年間はこれでいきますけれども、

その中でまたいろいろとこのままずっと下がり続けるようであればといいますか、影響があるよ

うであれば、またそこ辺のところも協議していきたいというふうに考えております。 

○議長（工藤 博志議員）  富髙健一郎議員。 

○議員（１２番 富髙健一郎議員）  要するに契約評価の段階で、一番最初の段階でやっぱり固定

資産税の評価から始まって、契約はしてあるわけですか。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  企画観光課長。最初の段階でそういうことになっておったか

と思います。 

○議長（工藤 博志議員）  富髙健一郎議員。 

○議員（１２番 富髙健一郎議員）  ６０万という金額が大体妥当かなというふうに思っていたわ

けでありますけれども、このように減額していけば、将来的にはどんどん安くなってしまうっち

ゃないかというようなこともありますので、また今後の契約の段階で、十分検討していただきた

いというふうに思います。 

 できれば５０万ぐらい、この５０万にするなら、それぐらいでとめてもらわなければ、固定資

産評価額といっても、そんげ落ちるようなものじゃありませんし、トンネルですから、その辺十

分検討していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  ほかに質疑ありませんか。坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  １０番、坂本。関連ですけど、先ほどのあまてらす鉄道の件

につきまして、お伺いしたいと思います。 

 休み時間の間にいろいろとお伺いしたんですけれども、公園内の遊具であれば点検は要らない

ということ、公園ではありませんが、町有地であるということであります。 

 例えば、乗車運賃の中にその個人的な観光客の保険、そういったものが含まれているのか、い
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ないのかというそういった確認も、町としてはしておくべきではないかなというふうに思います

し、また鉄道敷だけのそういった安全面だけではなくて、例えばトンネルの入り口であり、出口

であり、そういったところの安全確認もあっていいのではないかなというふうに思います。 

 町有地の中で運行しているということでありますから、最終的に補償問題となったときに、や

はり町も知らない顔はできないということでありますから、それは町としての危機管理、最大危

機管理を行っておかなくてはならないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町長。坂本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 町有地内の遊具的なものであれば、点検は要らないというようなお話もありましたけど、それ

は法定点検という意味では要らないということであり、自主的な安全な運行を守るということに

つきましては、町としてもやっぱり町有地であるということで、責任も出てくると思いますけれ

ども、今あまてらす鉄道さんが毎朝就業前に点検をしているということで、そこにお任せをして

いるという状況でありますが、しっかりとその辺につきましても、再度確認をして、事故のない

ようにその点検につきましても、お願いをしたいというふうに思います。 

 保険につきましては、あまてらす鉄道さん独自で運行していただいておりますので、その料金

の中にどれほどの金額が含まれているというとこは、私もちゃんとは把握できていないというの

が実情ですけれども、しっかりちょっと把握をしてまいりたいと思います。 

 また、安全面、トンネルとかその辺も含めまして、鉄道敷も含めて町がしっかりと安全に運行

ができる整備、管理をしていくということにつきましては、やはり先ほども申しましたけれども、

やはりそれなりの負担をいただかないと、あまてらす鉄道さんのためだけに多額のお金はかけら

れないという実情があります。 

 そういったことで、しっかりとあまてらす鉄道さんが運行するに当たって、施設、土地を貸す

ということ、そして売り上げに応じてその何％分をいただくとか、そういったちゃんとした取り

決めをやった上で、財源をちゃんとそれなりのお金をいただくことによって、町が責任持ってや

りますということの中で、トンネルの管理とか、その辺もやっていきたいと考えております。 

 将来的には、その鉄道敷に乗り物を走らせるという以外に、以前からもいろいろと委員会等で

もお話をさせていただきましたけれども、将来的に高千穂鉄橋を維持していくためには、塗りか

えが必要だと。塗りかえるためだけに多額のお金がかかりますけれども、そこに人が歩いていた

だくことによって、入場料収入を徴収する形を目指していきたい。 

 そこで、町が投資をする、あるいは施設等の維持にかかるお金を町が独自に回収をできるよう

な、そういった観光資源へと確立をしていきたいというふうに考えております。 

 ただし、財源を確保して、そしてその財源をもとに施設の安全管理に資するような対策を打っ
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ていくということで考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  これで質疑を終わります。 

 これから専決処分承認７件、補正予算議案５件、その他の議案２件について討論、採決を行い

ます。 

 最初に、承認第１号高千穂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることに

ついての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。承認第１号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第１号は承認することに決定

しました。 

 次に、承認第２号高千穂町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めること

についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。承認第２号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第２号は承認することに決定

しました。 

 次に、承認第３号平成３０年度高千穂町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を求め

ることについての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 
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 これより採決を行います。承認第３号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第３号は承認することに決定

しました。 

 次に、承認第４号平成３０年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の専決処分

の承認を求めることについての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。承認第４号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第４号は承認することに決定

しました。 

 次に、承認第５号平成３０年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）の専決処分

の承認を求めることについての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。承認第５号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第５号は承認することに決定

しました。 

 次に、承認第６号平成３０年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第５号）の専決処分の承

認を求めることについての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。承認第６号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第６号は承認することに決定

しました。 

 次に、承認第７号平成３０年度高千穂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の専決処

分の承認を求めることについての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。承認第７号について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、承認第７号は承認することに決定

しました。 

 次に、議案第３７号令和元年度高千穂町一般会計補正予算（第１号）について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第３７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第３７号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３８号令和元年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第３８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第３８号は原案のとおり可決

されました。 
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 次に、議案第３９号令和元年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第３９号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第３９号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４０号令和元年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第１号）について討論を

行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第４０号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第４０号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４１号令和元年度高千穂町水道事業会計補正予算（第１号）について討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第４１号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第４１号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４２号財産の取得についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第４２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第４２号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４３号財産の取得について（ポンプ車）の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。議案第４３号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（工藤 博志議員）  起立全員であります。したがって、議案第４３号は原案のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第３３号 

日程第１８．議案第３４号 

日程第１９．議案第３５号 

日程第２０．議案第４４号 

日程第２１．議案第４５号 

○議長（工藤 博志議員）  次に、日程第１７、議案第３３号高千穂町森林環境譲与税基金条例の

制定についてから、日程第２１、議案第４５号財産の無償譲渡についてまでの５件を一括議題と

して質疑を行います。 

 質疑をされる方は、議会申し合わせ事項を遵守していただき、さらに議案番号並びに答弁者を

指名して質疑願います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これからただいま質疑の終わりました議案の委員会付託を行います。 

 お諮りします。議案第３３号、３４号、３５号、４４号、４５号については、総務産業常任委
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員会に付託して審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 博志議員）  異議なしと認めます。よって、議案第３３号、３４号、３５号、

４４号、４５号については、総務産業常任委員会へ付託して審査することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（工藤 博志議員）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしましたので、これに

て散会します。 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御起立をお願いします。 

 一同、礼。 

〔起立・礼〕 

午前11時52分散会 

────────────────────────────── 


